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平成 27 年度 事業計画
「だれもが安心して暮らせる地域福祉づくり」

Ⅰ 法人運営部門 1 社会福祉協議会の基盤強化
⑴役職員体制の強化　⑵会員の拡充　⑶住民意識調査の分析　⑷第２次地域福祉活動計画進捗状況の
検証　⑸災害時体制・マニュアル整備

Ⅱ 地域福祉部門 1 広報・調査活動事業
⑴広報紙『はーと to ハート』の発行年６回発行　⑵ホームページの管理・運営　⑶社会福祉大会実
施（10月 24日予定）　⑷伊豆市共同募金委員会の運営・推進　⑸他媒体を活用した社協PR

2 ボランティアセンター事業
⑴情報提供　コーディネート、情報発信
⑵育成
　・ボランティア活動助成金の交付
　・各種ボランティア団体の意向確認、研修会実施
　・ボランティア連絡会・団体への協力
　・新規ボランティア研修会
　・子育て支援事業
　・災害ボランティアセンター体制整備事業
（訓練災害啓発、マニュアル整備、登録制度他）

　・おたがいさまサービスボランティア支援
　・移送ボランティア支援
　・ボランティアビューロの管理・整備
　・ボランティア保険加入事務
　・エコキャップ活動推進

6 福祉総合相談所
⑴相談事業　⑵日常生活自立支援事業
⑶資金貸付事業　⑷生活支援員育成

3 福祉教育事業
⑴福祉教育実践校事業
　・こども福祉出前講座
　・小中学生向け福祉体験
⑵高校生福祉体験事業　⑶子ども地域体験事業

4 小地域福祉活動事業
⑴地域福祉委員会設置事業（13委員会）
⑵ふれあいサロンの推進

5 生活支援事業
⑴子育て支援事業
　・チャイルドシート貸出事業（通常・一時）
　・チャイルドシート補助金交付事業
　・赤ちゃん訪問
⑵車イス貸与事業　⑶移送サービス事業
⑷ふれあい会食サービス　⑸おたがいさまサー
ビス事業　⑹生活支援コーディネーター事業

2 障害者自立支援事業

⑴第１号介護予防支援事業　⑵訪問型サービス
Ａの実施　⑶通所型サービスＡ（いきいきクラ
ブ）の実施（市受託）

3 介護予防・日常生活支援総合事業

4 市受託事業
⑴生活困窮者自立支援事業
⑵介護事業関係
　�①生活管理指導員派遣事業　②移動支援事業
　�③生活サポート事業　④認定調査事業
　�⑤介護予防支援事業
⑶放課後児童健全育成事業の実施・運営
　�①ひがしっこクラブ　②くまっこくらぶ
　③といっこくらぶ
⑷手話奉仕員養成講座

⑴ふれあい居宅介護支援事業所（居宅介護支援事
業）　⑵伊豆市社協訪問介護事業所（訪問介護事業）

Ⅲ 在宅部門 １介護保険事業Ⅲ 在宅部門 1 介護保険事業

Ⅳ施設管理部門
1  中伊豆保健福祉センター管理運営事業（市受託事業）
2  城山活動支援センター管理運営事業（市受託事業）

2 伊豆市ケア会議等への参加・協力
3 市内高等学校文化祭への協力
4 他機関との連携・調整

⑴伊豆市民生委員児童委員協議会
⑵伊豆市老人クラブ連合会
⑶伊豆市手をつなぐ育成会
⑷伊豆市戦没者遺族会

1 福祉団体への補助金交付と自主的活動の促進
Ⅴその他事業
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伊豆市社会福祉協議会収入

伊豆市社会福祉協議会支出

❷ 寄付金収入　800千円

❻ 市補助金収入 (福祉団体 )
　 10,695 千円

❼ 市助成金収入  78千円

❽ 共同募金配分金収入  6,302千円

❸ 市補助金収入(社協運営・社会福祉大会) 
　 23,512千円

❹ 市補助金収入
　 (チャイルドシート購入補助金交付事業) 
　 830千円

❺ 市補助金収入(災害 VC体制整備事業)
　 2,210千円

❾ 市受託金収入
　 (手話奉仕員養成事業、生活困窮者
　 自立支援事業)
　 7,611千円

10 会館管理受託金収入
　 (城山活動支援センター管理、中伊
　 豆保健福祉センター受託運営事業)
　 4,926千円

❶ 会費収入   5,250千円11 県社協受託金収入
　 (資金貸付事業、日常生活自立
　 支援事業受託金収入)
　 3,214 千円

14 負担金収入  85千円

15 介護保険事業収入  39,740千円

16 介護予防・日常生活支援総合事業収入
 　12,266千円

17 児童福祉事業収入  20,857千円

18 自立支援事業収入  6,061千円

20 その他の収入  18千円

21 積立資産取崩収入  8,000千円

22 サービス区分間繰入金収入
　 5,494千円

19 受取利息配当金収入  2,210千円

12 貸付事業償還金収入
 　800千円

13 事業利用料収入  276千円

23 前期末支払資金残高  10,309千円

収入

❶

❸

❺

❻

❽

❾
10
11

12
13
14

15

16

17

18
19
21

22
23

❷ 地域福祉事業費支出　5,790千円

❺ 県社協受託事業支出
 　(資金貸付事業、日常生活自立
　 支援事業受託金収入 )
　 7,484 千円

❻ 児童福祉事業支出  20,857千円

❼ 介護保険事業支出  41,627千円

❸ 市受託事業支出
　 (手話奉仕員養成事業、生活困窮者
 　自立支援事業 )
　 7,676 千円

❹ 会館管理受託事業支出
　 (城山活動支援センター管理、中伊豆
 　保健福祉センター受託運営事業 )
　 4,926 千円

❶ 人件費支出  31,015千円❽ 介護予防・日常生活支援総合事業支出
　 12,266千円

❾ 自立支援事業支出  7,726千円

10 チャイルドシート購入補助事業支出
 　600 千円

13 福祉団体補助金支出
　 10,695千円

14 助成金支出
　 (地域福祉委員会、ふれあいサロン、
　 ボランティア活動、福祉教育実践校)
　 3,170千円

15 車輌運搬具取得支出　2,621千円

16 サービス区分間繰入金支出
　 5,494千円

17 予備費  800千円

11 事務費支出  7,997千円

12 貸付事業支出  800千円 支出

❶

❸

❷

❹

❺

❻
❼

❽

❾

11

収入計
171,544千円

支出計
171,544千円
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❼
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社会福祉法人会計基準が改正され、平成 27年度より新会計基準に移行しました。
皆さまからお寄せ頂く会費、寄付金をはじめ、市補助金・委託金、県委託金、共同募金配分金を財源とし、
介護保険・障害者総合支援法によるサービス事業と一体的に、社会福祉事業、公益事業を実施していきます。

平 ２ 年 予成 ７ の度 算
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　伊豆市社会福祉協議会では住民の皆様の意見を事業や運営に反映する為、定期的にアンケートによる住民意識調査を行っ
ています。平成 26 年度は無作為抽出により 840 名の方にお願いをし、387 名 (46.1%) の方よりご回答を頂きました。
ご協力頂いた方は大変ありがとうございました。詳細な結果はホームページからもダウンロードできますのでご覧ください。

伊 市 議会 祉豆 社 福 協平成26年度実施
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社会福祉への関心

世帯人数

近所付き合い

近所付き合いの満足度

■ 関心を持っている　■ まあまあ関心を
持っている　■ あまり関心を持っていない
■ 全く関心は持っていない
■ 分からない　■ 無回答

■ 1人　■ 2人　■ 3人　■ 4人　■ 5人
■ 6人　■ 7人　■ 無回答

■ よくしている　■ ある程度している
■ あまりしていない　■ 全くしていない
■ その他　■ 無回答

■ かなり満足している　■ まあまあ満足し
ている　■ あまり満足していない
■ 満足していない　■ その他　■ 無回答

■ 身近に福祉に関係する人がいないから
■ 自分は福祉と関係ないから
■ 福祉のことはよく分からないから
■ 福祉のことを日ごろ考える事はないから
■ その他　■ 無回答

■ 1年未満　■ 1～2年　■ 3～5年
■ 6～10年　■ 11～20年　
■ 21年以上　■ 未回答

■ 昔からの付き合いだから　
■ いざとなる時頼りになるのはご近所だから
■ 近所付き合いは地域の支え合いの基本だから
■ 仕方なく　■ その他　■ 無回答

■ よく参加する　■ まあまあ参加する
■ あまり参加しない　■ 全く参加しない
■ 無回答

■ 自分自身が福祉のサービスや制度を利用
しているから　■ 身近に高齢者や障害者が
いるから　■ いずれ自分の問題になるかも
しれないから　■ 福祉関係の職業や活動を
しているから　■ 社会的に考えて重要な問
題だから　■ その他　■ 無回答

■ 単身　■ 配偶者と二人　■ 二世代家族
■ 三世代家族　■ その他　■ 無回答

■ 自治会等に入っていないから
■ 勤務の都合で普段機会がないから
■ 引っ越して間もないから
■ どうしたら良いのか分からないから
■ 面倒だから　■ その他　■ 無回答

■ 名前も活動内容も知っている
■ 名前は知っているが、活動内容は知らない
■ 名前も内容も知らない　■ 無回答

福祉へ関心を持たない理由

居住年数

近所付き合いをしている理由

地域活動への参加

福祉へ関心を持つ理由

世帯構成

近所づきあいしない理由

社会福祉協議会について

50.1% 42.4%63.3% 61.5%

16.3% 4.7% 1.6%

23% 9.6%

19.9%58.7%

2.3%17.6%

1.6%

福祉を支える主体は？ 地域に暮らして幸せと感じるか？

■ 市役所　■ 社会福祉協議会
■ ボランティア　■ NPO、民間団体等
■ 地域住民　■ 地域社会　■ その他
■ わからない　■ 無回答

■ 感じている　■ まあまあ感じている
■ あまり感じない　■ まったく感じない
■ 無回答
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会 住 識 集査 結意民 調 計表 果
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無回答

その他

外出介助

子どもの預かり

食事作り
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ゴミ出し

買い物

趣味などの話し相手
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37.2%

26.1%

49.4%
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業
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2.1%
4.1%その他

無回答

無職
学生

専業主婦
アルバイト・パート
医療、福祉関連

団体職員
会社員

公務員、教員など
観光以外サービス業勤め人
観光等サービス業勤め人

土木・建設業
自営の商工業
農林水産業

2.1%
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11.6%
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2.6%
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無回答

保険・医療の問題
精神障害児・者の福祉問題
身体障害児・者の福祉問題
知的障害児・者の福祉問題

子育て問題
青少年の健全育成の問題
ひとり親家庭の福祉問題
ボタンティア活動の問題
自分の地域の福祉問題
高齢者の生きがい問題
介護を要する高齢者の福祉問題
貧困・低所得者の福祉問題

49.6%
4.7%
5.7%
4.4%

23.8%
8.8%

18.1%
7.2%

18.9%

70.8%

27.6%
70.5%

32.3%

誰
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を
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る
か
？
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1.8%
2.6%頼みたくない

無回答

わからない
頼める人がいない

その他
福祉施設

社会福祉協議会
民生委員児童委員

病院や薬局
警察
市役所

職場の人
知人・友人
近所の人

親戚
家族

3.4%
3.4%
1.8%
6.2%
8.8%

4.7%
12.1%

5.4%
16.5%

8.8%
37.2%

28.2%
47.3%

84.5%
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0 10 20 30 40 50 60

2.1%
1.3%その他

無回答

ボランティアなど地域の諸活動のこと
自然・環境のこと

福祉のこと
政治、経済、社会のこと
趣味・教養・娯楽のこと

老後のこと
近所つきあいのこと

生活費のこと
住宅のこと

子どもの教育のこと
家族のこと
健康のこと

仕事・職場のこと

10.9%
7.8%

16%

4.7%

6.5%
15.8%

3.1%

9.3%

39.3%

25.3%

48.1%
58.9%

28.4%

知
っ
て
い
る
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
業

0 10 20 30 40 50 60 70 80

8.3%

22.7%
放課後児童クラブ

無回答

ふれあい居宅介護支援事業
伊豆市社協訪問介護事業所

伊豆市社会福祉大会
赤い羽根共同募金

社会福祉協議会の会費
おたがいさまサービス

ボランティア活動機材貸出
ボランティア講座・研修会

車イス貸与事業
チャイルドシート補助金交付事業

チャイルドシート貸与事業
子育て支援事業
赤ちゃん訪問

小口資金貸付事業
移送サービス

生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業

福祉総合相談
ふれあいサロン

ひとり暮らし高齢者等会食会
地域福祉委員会

災害ボランティア支援
ボランティアセンター業務

高校生福祉体験
福祉教育実践校事業
小中高生福祉教育
ホームページ

社協だより「はーと toハート」

26.6%
25.6%

20.4%

8.3%

23.5%
14%

30%

73.9%

5.9%

9.6%

23.3%
19.6%

19.1%

4.7%
10.9%

13.4%

3.1%

12.1%
49.9%

25.3%
23.3%

19.9%
14%

9.6%
4.9%

17.3%
6.2%

68.7%
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１．対象団体（市町域などの活動団体）
	 	地域福祉委員会、地区民生委員児童委員協議会、小地域活動団体、特定非営利活動法人など、社会福祉活動を行
う民間の非営利団体・グループで、下記２の対象事業を行っているものとする。（法人格の有無は問いません。）

２．対象事業
	 	高齢者、障害者、児童など地域の福祉サービスを必要とする要援護者に対する、地域ふれあい支え合い
助成事業として、下記の福祉活動事業または、その福祉活動に必要の機器を対象とする。

事業費助成

	 (1)小地域のネットワークづくり活動
	 	（例：地域の福祉課題や生活課題の把握と解決へ仕組みづくり、災害時要支援者対象名簿、対象者マッ
プ作成事業など）

	 (2)要援護者のための支援体制づくり活動
	 	（例：安否確認用掲出用具作成事業、救急医療情報ケース整備事業、障害者のための避難所運営訓練事業など）
	 (3)在宅福祉活動
	 	（例：配食サービス事業、子育て支援事業、車椅子の貸出事業、障害者情報提供用機器整備事業、高齢者
介護予防サロン事業、ひきこもり孤立を防ぐ相談事業、子どもの遊び場の遊具新設など）

	 (4)人材養成
	 （例：高齢者サロンスタッフ、相談電話受け手等の養成研修会、介護教室など）

機器整備

	 (5)機器整備
	 	上記(1)から(4)までの福祉事業に必要な機器
	 （例：サロンで使う資機材・サロンで使う公民館のトイレ改修など）

※＜対象外事業＞
	 ・広報紙の発行
	 ・交流活動、福祉祭り、大会、親睦、慰労、生きがい活動
	 ・個人支給の物品（ユニホームなど）、消耗品（ヘルメット、食料品など）
	 ・団体の運営費・人件費・経常費
	 ・管理運営用事務機器（パソコン、プロジェクター、コピー機、書庫、デジタルカメラ（ムービー）など）
	 ・慰問活動に必要な機器
	 ・	行政設置の建物（公民館・学校など）を活動拠点としている場合の建物と一体となる設備並びに行政設
置施設の常設の設備備品

	 ・	自治会所有の建物、設備並びに常設の設備備品（空調設備、テレビ、カラオケ等）ただし、高齢者サロン
開催に必要なトイレのバリアフリ－化は、自治会所有の建物に限り対象とする。

	 ・防災資機材（ＡＥＤ含む。）
	 ・サロン等の事業については、月1回以上の開催がないもの
	 ・構成員等の親睦、資格取得を目的とする事業及び機関紙等の広報事業
	 ・借家の資産価値を高める事業（使用者の責任となる事案は除く。）
３．事業実施年度
	 平成27年度（平成27年10月～平成28年3月31日）までに実施する事業。
４．助成基準
	 (1)	助成総額	１，５００万円
	 (2)	助	成	率	９０％以内（千円未満切捨）
	 (3)	助成対象	総事業費が15万円以上の事業を対象とする。
	 (4)	助成額の上限	①事	業	費：２０万円	②機器整備費：３０万円
	 (5)	助成を受けた翌年度は、申請対象から除く。
５．受付期間	平成２７年６月１日（月）～平成２７年７月３１日（木）
	 この助成金は皆さまからご協力いただいております、赤い羽根共同募金から助成されます。
	 申請に関してのお問い合わせは　８３－３０１３までお気軽にお電話ください。
	 	平成２７年度助成要綱の改正により、サロンへの助成につきましては「月１回以上」の開催がないサロン
への助成は対象外となっておりますのでご注意ください。

～みんなが社会の一員として包み支え合うしくみづくり～

赤い羽根 地域ふれあい支え合い助成事業
助成先を募集します !!
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生活支援員だより

土肥地区

熊山智代

No. ３４

福祉サービスの利用に関する相談に応じサービスの
選択や契約を支援し、料金の支払いや日常の金銭管理
等のお手伝いをする事業です。

日 常 生 活
自立支援事業

福祉総合相談事業・専門相談日程
司法書士による無料相談（毎月開催）

●担当：司法書士
●�内容：悪徳商法、消費者金融、身近な契約ト
ラブルや、財産管理、成年後見に関する相談
など
●人数：4名まで

●担当：税理士
●�内容：相続、確定申告、年金、医療費や住宅
ローンの控除、家や土地の購入や売却方法に
ついて等
●人数：4名まで

税務相談（奇数月）

し　あ　わ　せ
そ　う　だ　ん

専門相談日程

期　　日 司法
書士 税務 場　　所 時 間

5月12日㈫ 〇 〇 中伊豆保健福祉センタ－

9：30
～

11：30

6月9日㈫ 〇 天城保健福祉センター

7月14日㈫ 〇 〇 伊豆市土肥支所

8月11日㈫ 〇 中伊豆保健福祉センタ－

9月8日㈫ 〇 〇 城山活動支援センター

10月13日㈫ 〇 伊豆市土肥支所

11月10日㈫ 〇 〇 天城保健福祉センター

12月8日㈫ 〇 城山活動支援センター

1月19日㈫ 〇 〇 中伊豆保健福祉センタ－

2月9日㈫ 〇 天城保健福祉センター

3月8日㈫ 〇 ― 伊豆市土肥支所

こんにちは＾□＾
は～い。今頃元気な声で対応してくれます。
「体の調子良いようだね」と問うと、「そんな事ありませんよ」と笑
顔で答えます。
月2回の訪問ですが帰宅途中私もなぜか笑顔になっています。

☆事前予約をお願いします。
予約受付・お問い合せ
☆本所　83-3013

　社会や生活環境の大きな変化により、地域の中で生活に困窮されて
いる方がいらっしゃいます。本事業はその方の抱える課題を一緒に考
え、それぞれの方に適した自立支援計画を作成し、生活が良い方向に
安定していけるように支援する事業です。

自立相談支援事業が 4 月から始まりました。
相談から自立まで継続して支援します。

相談できる方
生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で困っている方、長く失業している方、ひき
こもりやニートで悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、生活の問題を抱えている
方はどなたでもご相談下さい。相談は無料です。

相談窓口：伊豆市役所　社会福祉課（生きいきプラザ内）
専用ダイヤル：０５５８－７２－３２０２
開設時間：月曜日から金曜日（祝日除く）
午前９時～午後４時
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感謝のページ
（順不同、敬称略）

平成２７年２月１日～平成２７年３月３１日

◆寄付金◆
・清雲寺　・飯塚きよ
・伊豆市立修善寺図書館
・佐藤誠一郎
・中伊豆グリーンクラブ

◆寄付物品◆
・田方地区労働者福祉協議会
田方地区ろうきんグリーン友の会　タオル
・中伊豆中学校生徒会　車イス
・�東静岡ヤクルト販売株式会社� 従事者一同
ヤクルト　2，720本

赤い羽根共同募金
助成金をご活用ください

町が元気になる笑顔がふえる
町を思う

誰かの願いが叶う

ボランティア団体や福祉施設の方へ（福祉施設機器整備事業）
福祉施設には今まで送迎用の車や作業等で使用する機器等、様々な助成をさせてい
ただいております。
平成２７年度も今年と同様に助成が予定されております。
申請受付期間は４月１日～５月１５日となっておりますので助成を希望される方は
お問い合わせください。

サロン・小地域福祉活動団体の方へ（地域ふれあい支え合い助成事業）
高齢者・障害者・児童など地域の福祉サービスを必要とする方への支援をされてい
る団体への助成となります。
今年度より要綱に変更がありサロンの開催回数に制限ができました。詳しい説明は
６ページをご覧ください。
申請受付期間は６月１日～７月３１日となっておりますのでお問い合わせください。
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